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事務事業シート（実施計画事前基礎シート）

○

22

１．事務事業の位置付け ２．予算区分

1

5

3 款

3 項

目

３．事務事業の概要

４．総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

○

その他 （ ）

(H.23)No. 2054 (H.24)No. 2054

事務事業名 子ども手当給付費
事
業
区
分

(

複
数
選
択
可

)

ソフト施策事業

扶助費

補助金交付金

担当部局名 担当室名 室長名 連絡先 投資事業

子ども部 子ども家庭室 田中　康生 63-7594 施設等維持管理

新・継 事業期間 根拠法令等 内部管理事務

継続 平成 年度～ 平成 年度 平成２２年度等における子ども手当の支給に関する法律 特別及び企業会計、組合

総
合
計
画

政 策  互いに認めあい支えあう、健康で安心できる暮らし 会計区分 事業コード 195201

基本政策 自立を支える地域福祉の充実 一般会計 （中事業名）※予算書事業名

施 策 子育て・子ども支援 民生費 子ども手当給付費

小 施 策 地域における子育て支援の充実 児童福祉費 （小事業名）

重点施策コード 児童措置費 子ども手当給付費

事業概要 めざす効果（事業目的）

国の制度改正を受けて、平成24年度中に補正を行い、児童手当として給付する。

子どもを養育している者に子ども手当を支給すること
により、次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを
社会全体で支援し、子どもの成長及び発達に資す
る。

平成23年度
（実績・決算見込）

平成24年度
(計画・作成時予算額)

現在の実施手法（複数選択可）

市が直接実施

主な事業の
実績・計画

[事業内容（事業量）・事業費] [事業内容（事業量）・事業費] 業務委託（全部・一部）により実施

児童数：119,159人（延べ） 児童予定数：122,220人（延
べ）

指定管理

補助金・交付金

平成25年度
（計画）

平成26年度
（計画）

平成27年度
（計画）

受給者の中で現
況届未提出者に
ついて申請を受付
給付する。

－ －

①直接事業費 1,478,435千円 1,372,100千円 0千円

1,137,411 1,031,580 106 0 0

143千円 0千円

170,260 18 0 0

財
源
内
訳

(

千
円

)

国庫支出金

その他（　　　）

県支出金 166,655

地方債

一般財源 (0) 174,369 170,260 19 0 0

職員 0.59人 0.59人 0.03人 0.00人 0.00人

臨時職員等 0.25人 0.25人 0.00人 0.00人 0.00人

(0千円) 4,732千円 4,732千円 219千円 0千円 0千円

362千円 0千円 0千円

※概算人件費②は、人工数に便宜上、1人当たり年間平均人件費（市一般会計全体、共済費を含む額）を乗じた数値を記載しています。
※平成23年度の（　　）内の数値は、22年度からの繰越事業費で、外数で記載しています。
※特別会計及び組合会計の一般財源欄には当該会計上の一般財源を、企業会計の一般財源欄には一般会計繰入金を記載しています。
※平成25年度以降の計画（内容及び総事業費）については、予定であり確定したものではありません。

(0千円) 1,483,167千円 1,376,832千円

人
工
数

②概算人件費

①+②総事業費
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５．主な事業指標と成果

６．考察（前年度の評価）及び今後の対応方針

７．事業を取り巻く環境

８．担当室による点検 ［事務事業をより良く（最適化）するために］　

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

９．今後の方向性（担当室による内部評価）

事業指標名 単位
H.20

（現状値）
H.21 H.22 H.23 H.24

活動指標
目標

子ども手当延べ人数 人
- - 95,935 119,520

実績 - - 99,418 119,159

目標

実績

目標

考察（前年度の評価-各指標等） 今後の対応方針

実績

24年度より児童手当となったため、今後は22年度の現況届と特
別措置法の認定請求書の提出があれば、審査のうえ支払いを
行う。

事業環境の今後の変化
（対象者やニーズ、法令・制度の改正等）

市民・議会・事業関係者・団体等からのこれまでの主な意見

平成24年3月で廃止となり、4月からは児童手当が再開された。

特記事項［選択肢］ ①継続（事務改善） ②継続（現行） ③継続（拡大） ④休止・廃止検討 ⑤事業完了（完了予定含む）

効果・効率性の観点から他の事務事業と連携・統合を図ることができないか
　［選択肢］　①できる　②検討余地がある　③できない

③できない

23年度については、10月より特別措置法となったため、新たに認
定請求書の提出を求めることになったが、ほとんどの受給者に支
払いを行うことができた。

点検項目 具体的内容（選択肢①・②の場合）※(4)は①の場合

現在の事業費内で、更に効果を高める方法や工夫等を図ることができないか
　［選択肢］　①できる　②検討余地がある　③できない

③できない

新たな財源確保や受益者負担の見直し等を図ることができないか
　［選択肢］　①できる　②検討余地がある　③できない

③できない

事業に関係する地域ビジョン（地区別計画含む）はあるか
　［選択肢］　①ある　②ない

②ない

　　※「継続（現行）」の場合のみ理由を記載

事業に地域ビジョンの内容を反映しているか（反映するか）
　［選択肢］　①反映済み　②反映を予定　③反映予定なし（該当しない）

③反映予定なし（該当しない）

その他、有効性や効率性を高めるための工夫や取組を図ることができないか
　［選択肢］　①できる　②検討余地がある　③できない

③できない

④休止･廃止検討


